
○
経
済
産
業
省
告
示
第
五
十
六
号

情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
台
帳
に
関
す
る
規
則
等
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

海
江
田

万
里

次
に
掲
げ
る
告
示
は
、
廃
止
す
る
。

一

情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
企
業
等
台
帳
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
通
商
産
業
省
告
示
第
五
百
九
十
五
号
）

二

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
台
帳
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
通
商
産
業
省
告
示
第
三
百
六
十
五
号
）

三

特
定
シ
ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
企
業
等
認
定
規
程
（
平
成
六
年
通
商
産
業
省
告
示
第
四
百
十
八
号
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


